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（目的） 

第１ 本要領は、企業局が発注する建設工事（営繕工事を除く。以下同じ。）の

現場における遠隔臨場を実施することにより受発注者の作業効率化及び契

約の適正な履行を図り、もって生産性の向上及び受注者の働き方改革の推進

を図ることを目的とする。 

 

（対象工事） 

第２ 遠隔臨場を適用する建設工事は、原則として、企業局が発注する全ての工

事を対象とする。 

２ 遠隔臨場に必要な機器の準備と運用が可能であり、次のいずれにも該当す

る工事は、可能な限り実施に努めることとする。 

（１） 段階確認、材料確認及び立会（以下「段階確認」という。）が必要な工

事 

（２） 遠隔臨場を実施可能とする通信環境の確保及び映像確認ができる工事 

 

 （実施の可否） 

第３ 受注者は、工事契約後に監督員（総括監督員及び主任監督員をいう。以下

同じ。）と協議のうえ実施の可否を決定するものとする。 

２ 動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ又はスマートフォン等のモバイ

ル端末をいう。以下同じ。）等の機器を用いて、映像と音声の同時配信と双方

向の通信を行うことにより、監督員及び監督補助員（以下「監督員等」という。）

が確認するのに十分な情報を得ることができる場合に、通常の現場臨場に代

えて遠隔臨場を実施することができるものとする。ただし、監督員が十分な情

報を得られないと判断する場合には通常の現場臨場を実施する。 

 

（適用の範囲） 

第４ 遠隔臨場を適用する範囲は、企業局が定める土木工事共通仕様書等に規

定する段階確認等とする。 

なお、前記適用範囲の規程は、現場不一致、事故などの報告時等の際に動

画撮影用のカメラの活用を妨げるものではない。 

 



（施工計画書） 

第５ 受注者は、遠隔臨場の実施に当たり、施工計画書及び添付資料に次の事項

を記載し、監督員の確認を受けなければならない。 

（１）適用種別 

遠隔臨場を適用する段階確認等の項目 

（２）機器構成及び仕様 

使用する映像と音声に関する機器構成及びその仕様 

２ 遠隔臨場を適用する段階確認等の項目については、別添「確認項目の適用性」

を参考にするものとする。ただし、現場条件により適用性が一致しない場合も

想定されることから、現場での適用・不適用を拘束するものではなく、受発注

者協議により判断すること。 

 
（遠隔臨場による段階確認等の実施） 

第６ 受注者は、遠隔臨場を行う場合は、次に掲げる作業を実施しなければなら
ない。 

（１）事前準備 
ア 資料の事前確認 

遠隔臨場の実施に先立ち、実施時間、実施箇所（場所）や必要とする
資料等について、監督員等の確認を受け、段階確認等に必要な資料等を、
情報共有システムやメール等により監督員等に送付すること。 
なお、監督員等による段階確認等の実施時間は、監督員等の勤務時間

内とすること。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合
はこの限りではない。 
 

イ 機器の準備と運用 
遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ等の資機材は受注者が準備、

運用すること。 
 

ウ 中断時の対応方法等 
事前に受発注者間で協議を行い、基本的な対応方法について定めてお

くこととする。 
なお、遠隔臨場が中断され、監督員等が十分な情報を得られず、機器

の調整等により改善を図ることが困難な場合には、受注者にその旨を伝
え、通常の現場臨場又は机上確認に変更することも可能とする。 
 

（２）資機材の確認 
ア 事前に監督員等との良好な双方向通信の環境を確保すること。 
イ 必要な準備を行い、人員及び資機材等を監督員等に提供すること。 

（３）現場の確認 
監督員等が現場における確認箇所の位置関係を把握できるよう、実施前

に現場周辺の状況を伝え、その確認を受けること。 
 
 



（４）実施 
ア 工事名、工種、確認内容、設計値、測定値、使用材料等の必要な情報

について適宜黒板等を用いて表示すること。 
イ 記録に当たっては、必要な情報を冒頭で読み上げ、監督員等による実

施項目の確認を受けること。 
ウ 終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督員等による実施結果の

確認を受けること。 
 

（５）記録の保存 
 遠隔臨場の映像及び音声は、記録して保存する必要は無い。ただし、確認
実施者が監督補助員の場合は、該当監督補助員は、使用する PC 等にて遠隔
臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ（PC 等の画面表示を静止画像とし
て保存）等で記録し、情報共有システム等で段階確認等の資料とともに監督
員へ提出すること。 
また、監督員は、この記録画像にて、適正に遠隔臨場により段階確認等が

実施されたことを確認するものとする。 
 
（留意事項） 

第７ 受注者は、遠隔臨場にあたっては、次に掲げる事項に留意すること 
（１）被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を説

明し、承諾を得ること。 
（２）撮影しながら移動する場合は、進行方向の段差・障害物の有無を確認する

等、安全対策に留意すること。 
（３）作業員のプライバシーを侵害する情報が配信されることのないように留

意すること。 
（４）施工現場の外が可能な限り映り込まないようにすること。 
（５）公的ではない建物の内部など、一般に見られることが予定されていない場

所が映り込まないようにすること。 
（６）故意に不良箇所を撮影しない等の行為は行わないこと。 
 
（その他） 

第８ 本要領によりがたい場合は、適宜、受発注者間で協議すること。 
 
 

附  則 

この要領は、令和５年３月１日から施行する。 
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7.3  確認項目の適用性 

汎用的な動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等の機器を用いた場合

の遠隔臨場の適応性を別表 1、2、3 に示す。 
〇：汎用的な機器で実施可能な確認項目 
△：特殊な機器等又は現場臨場が必要になる確認項目 
なお、適応性は、これまで実施した建設現場の遠隔臨場の試行結果（アンケート調査結果）より整

理したものであり、「〇：汎用的な機器で実施可能な確認項目」において受注者の創意工夫（特殊な機

器の使用等）を妨げるものではない。また、「△：特殊な機器等又は現場臨場が必要になる確認項目」

は、現在の測定機器等に加え、特殊な機器（AI 等の汎用化されていない機器）もしくは現場臨場を必

要とする確認項目である。 
遠隔臨場を適用する工種、細別等は、別表 1～3 を参考とする。但し、現場条件により適用性が一致

しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用を拘束するものではなく、受発注者間にて

協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。 

【別添】
※建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案)（令和４年３月国土交通省）より抜粋
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